
議
第
五
十
一
号

岐
阜
県
土
木
関
係
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

岐
阜
県
土
木
関
係
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

平
成
三
十
一
年
二
月
二
十
六
日
提
出

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
土
木
関
係
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

岐
阜
県
土
木
関
係
手
数
料
徴
収
条
例
（
平
成
二
十
一
年
岐
阜
県
条
例
第
三
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

別
表
第
一
二
の
表
一
の
項
、
三
の
項
及
び
五
の
項
中
「
第
八
十
七
条
の
二
」
を
「
第
八
十
七
条
の
四
」
に
改

「

め
、
同
表
十
一
の
項
中

一
件
に
つ
き

一
八
〇
、
〇
〇
〇

を
」

「

１

利
害
関
係
者
の
意
見
聴
取

一
件
に
つ
き

一
二
〇
、
〇
〇
〇

及
び
建
築
審
査
会
の
同
意
を

要
し
な
い
も
の

２

建
築
審
査
会
の
同
意
を
要

一
件
に
つ
き

一
四
〇
、
〇
〇
〇

に
改
め
、
同
表
十
四
の
項

し
な
い
も
の

３

１
及
び
２
以
外
の
も
の

一
件
に
つ
き

一
八
〇
、
〇
〇
〇

」

中
「
第
五
十
三
条
第
四
項
」
の
下
に
「
又
は
第
五
項
」
を
加
え
、
同
表
十
五
の
項
中
「
第
五
十
三
条
第
五
項
第
三

号
」
を
「
第
五
十
三
条
第
六
項
第
三
号
」
に
改
め
、
同
表
二
十
八
の
項
中
「
第
六
十
七
条
の
三
第
三
項
第
二
号
」

を
「
第
六
十
七
条
第
三
項
第
二
号
」
に
改
め
、
同
表
二
十
九
の
項
中
「
第
六
十
七
条
の
三
第
五
項
第
二
号
」
を

「
第
六
十
七
条
第
五
項
第
二
号
」
に
改
め
、
同
表
三
十
の
項
中
「
第
六
十
七
条
の
三
第
九
項
第
二
号
」
を
「
第
六

十
七
条
第
九
項
第
二
号
」
に
改
め
、
同
表
五
十
四
の
項
中
「
第
八
十
六
条
の
八
第
一
項
」
の
下
に
「
又
は
法
第
八

十
七
条
の
二
第
一
項
」
を
加
え
、
同
表
五
十
五
の
項
中
「
第
八
十
六
条
の
八
第
三
項
」
の
下
に
「
（
法
第
八
十
七
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条
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
を
加
え
、
同
表
五
十
六
の
項
中
「
五
十
五
の
項
」
を

「
五
十
七
の
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
表
五
十
八
の
項
と
し
、
同
表
五
十
五
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

五
十
六

法
第
八
十
七
条

用
途
変
更
興
行

一
件
に
つ
き

一
二
〇
、
〇
〇
〇

の
三
第
五
項
に
規
定
す

場
等
一
時
使
用

る
建
築
物
の
用
途
を
変

許
可
申
請
手
数

更
し
て
一
時
的
に
興
行

料

場
等
と
し
て
使
用
す
る

許
可
の
申
請
に
対
す
る

審
査

五
十
七

法
第
八
十
七
条

用
途
変
更
特
別

一
件
に
つ
き

一
六
〇
、
〇
〇
〇

の
三
第
六
項
に
規
定
す

興
行
場
等
一
時

る
建
築
物
の
用
途
を
変

使
用
許
可
申
請

更
し
て
一
時
的
に
特
別

手
数
料

興
行
場
等
と
し
て
使
用

す
る
許
可
の
申
請
に
対

す
る
審
査

別
表
第
一
十
八
の
四
の
表
の
次
に
次
の
一
表
を
加
え
る
。

十
八
の
五

所
有
者
不
明
土
地
の
利
用
の
円
滑
化
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務

事

務

の

内

容

手
数
料
の
名
称

区

分

単

位

額
（
円
）

一

所
有
者
不
明
土
地
の

特
定
所
有
者
不

１

損
失
の
補
償
金

一
件
に
つ
き

二
七
、
〇
〇
〇

利
用
の
円
滑
化
等
に
関

明
土
地
使
用
権

の
見
積
額
（
以
下

す
る
特
別
措
置
法
（
平

取
得
等
裁
定
申

こ
の
表
に
お
い
て

成
三
十
年
法
律
第
四
十

請
手
数
料

単
に
「
見
積
額
」

九
号
。
以
下
こ
の
表
に

と
い
う
。
）
が
十

お
い
て
「
法
」
と
い

万
円
以
下
の
場
合

う
。
）
第
十
条
第
一
項

又
は
法
第
十
九
条
第
一

２

見
積
額
が
十
万

一
件
に
つ
き

二
七
、
〇
〇
〇
円

項
に
規
定
す
る
裁
定
の

円
を
超
え
百
万
円

に
見
積
額
の
十
万

申
請
に
対
す
る
審
査

以
下
の
場
合

円
を
超
え
る
部
分
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（
国
（
法
令
の
規
定
に

が
五
万
円
に
達
す

よ
り
国
の
行
政
機
関
と

る
ご
と
に
二
、
七

み
な
さ
れ
る
も
の
を
含

〇
〇
円
を
加
え
た

む
。
）
又
は
都
道
府
県

額

（
法
令
の
規
定
に
よ
り

都
道
府
県
と
み
な
さ
れ

３

見
積
額
が
百
万

一
件
に
つ
き

七
五
、
六
〇
〇
円

る
も
の
を
含
む
。
）
の

円
を
超
え
五
百
万

に
見
積
額
の
百
万

申
請
に
係
る
も
の
を
除

円
以
下
の
場
合

円
を
超
え
る
部
分

く
。
以
下
こ
の
表
に
お

が
十
万
円
に
達
す

い
て
同
じ
。
）

る
ご
と
に
三
、
四

〇
〇
円
を
加
え
た

額

４

見
積
額
が
五
百

一
件
に
つ
き

二
一
一
、
六
〇
〇

万
円
を
超
え
二
千

円
に
見
積
額
の
五

万
円
以
下
の
場
合

百
万
円
を
超
え
る

部
分
が
百
万
円
に

達
す
る
ご
と
に

三
、
五
〇
〇
円
を

加
え
た
額

５

見
積
額
が
二
千

一
件
に
つ
き

二
六
四
、
一
〇
〇

万
円
を
超
え
一
億

円
に
見
積
額
の
二

円
以
下
の
場
合

千
万
円
を
超
え
る

部
分
が
四
百
万
円

に
達
す
る
ご
と
に

四
、
八
〇
〇
円
を

加
え
た
額

６

見
積
額
が
一
億

一
件
に
つ
き

三
六
〇
、
一
〇
〇

円
を
超
え
る
場
合

二

法
第
二
十
七
条
第
一

特
定
所
有
者
不

１

見
積
額
が
十
万

一
件
に
つ
き

二
七
、
〇
〇
〇

項
又
は
法
第
三
十
七
条

明
土
地
収
用
等

円
以
下
の
場
合
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第
一
項
に
規
定
す
る
裁

裁
定
申
請
手
数

定
の
申
請
に
対
す
る
審

料

２

見
積
額
が
十
万

一
件
に
つ
き

二
七
、
〇
〇
〇
円

査

円
を
超
え
百
万
円

に
見
積
額
の
十
万

以
下
の
場
合

円
を
超
え
る
部
分

が
五
万
円
に
達
す

る
ご
と
に
二
、
七

〇
〇
円
を
加
え
た

額

３

見
積
額
が
百
万

一
件
に
つ
き

七
五
、
六
〇
〇
円

円
を
超
え
五
百
万

に
見
積
額
の
百
万

円
以
下
の
場
合

円
を
超
え
る
部
分

が
十
万
円
に
達
す

る
ご
と
に
三
、
四

〇
〇
円
を
加
え
た

額

４

見
積
額
が
五
百

一
件
に
つ
き

二
一
一
、
六
〇
〇

万
円
を
超
え
二
千

円
に
見
積
額
の
五

万
円
以
下
の
場
合

百
万
円
を
超
え
る

部
分
が
百
万
円
に

達
す
る
ご
と
に

三
、
五
〇
〇
円
を

加
え
た
額

５

見
積
額
が
二
千

一
件
に
つ
き

二
六
四
、
一
〇
〇

万
円
を
超
え
一
億

円
に
見
積
額
の
二

円
以
下
の
場
合

千
万
円
を
超
え
る

部
分
が
四
百
万
円

に
達
す
る
ご
と
に

四
、
八
〇
〇
円
を

加
え
た
額

６

見
積
額
が
一
憶

一
件
に
つ
き

三
六
〇
、
一
〇
〇
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円
を
超
え
る
場
合

附

則

こ
の
条
例
中
別
表
第
一
二
の
表
の
改
正
規
定
は
建
築
基
準
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
三
十
年
法
律
第

六
十
七
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
、
別
表
第
一
十
八
の
四
の
表
の
次
に
一
表
を
加
え
る
改
正
規
定
は
平
成
三
十
一
年

六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

提

案

説

明

所
有
者
不
明
土
地
の
利
用
の
円
滑
化
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
施
行
に
伴
い
、
特
定
所
有
者
不
明
土
地
使
用

権
取
得
等
裁
定
申
請
手
数
料
を
新
た
に
徴
収
す
る
等
の
た
め
、
こ
の
条
例
を
定
め
よ
う
と
す
る
。
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